
令 和 ２ 年
５月26日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
の
申
請
期
間
（
水
産
振
興
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
農
林
水
産
政
策
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
位
置
の
指
定
（
建
築
指
導
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公
営
住
宅
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
数
値
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

（
住
宅
課
）
…
…
…
二

県
営
住
宅
の
構
造
及
び
戸
数
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
住
宅
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

県
営
後
潟
上
地
区
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）
換
地
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

三

…
…
…
…
…
…

公
共
測
量
の
実
施
の
終
了
（
監
理
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
選
管
告
示

政
治
団
体
の
名
称
等

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

政
治
団
体
の
異
動
事
項

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

資
金
管
理
団
体
の
名
称
等

五
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項

五
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称

等

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
雑
報

県
報
の
正
誤
（
令
和
二
年
一
月
十
四
日
山
口
県
告
示
第
十
四
号
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
百
八
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨

の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

社
会
福
祉
法
人

平
生
町
社
会
福

祉
協
議
会

熊
毛
郡
平
生
町

大
字
平
生
村
六

一
八
の
二

平
生
町
社
会
福

祉
協
議
会
は
つ

ら
つ
セ
ン
タ
ー

ひ
ら
お

熊
毛
郡
平
生
町

大
字
曽
根
一
二

六
の
二

通
所
介

護

令
和
元
、
一
二
、
三
一

社
会
福
祉
法
人

恩
賜
財
団
済
生

会
支
部
山
口
県

済
生
会

山
口
市
緑
町
二

番
一
一
号

済
生
会
山
口
地

域
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
福

寿
園
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ

山
口
市
朝
倉
町

五
番
四
号

短
期
入

所
生
活

介
護

令
和
二
、三
、
〃

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

社
会
福
祉
法
人

恩
賜
財
団
済
生

会
支
部
山
口
県

済
生
会

山
口
市
緑
町
二

番
一
一
号

済
生
会
山
口
地

域
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
福

寿
園
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ

山
口
市
朝
倉
町

五
番
四
号

介
護
予

防
短
期

入
所
生

活
介
護

令
和
二
、三
、
三
一

山
口
県
告
示
第
百
八
十
一
号

山
口
県
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
口
県
規
則
第
十
一
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
規
則
第
二

十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
に

一
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つ
き
、
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

対
象
船
舶

瀬
戸
内
海
（
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る

瀬
戸
内
海
を
い
う
。
）
を
操
業
区
域
と
す
る
船
舶

二

申
請
期
間

令
和
二
年
六
月
二
日
か
ら
同
月
九
日
ま
で

山
口
県
告
示
第
百
八
十
二
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
区
域
及
び
区
分
に
つ
い
て

同
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

区

域

区

分

向
島
区
域

主
と
し
て
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

山
口
県
告
示
第
百
八
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
周
南
土
木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

地

名

及

び

番

地

幅

員

(メ
ー
ト
ル
)

延

長

(メ
ー
ト
ル
)

指
定
年
月
日

下
松
市
藤
光
町
二
丁
目
四
の
五
、
四
の
六
、
五
の
六
、
六
の
八

及
び
六
の
一
三

四
・
二

一
三
・
四
令
和
二
、
五
、
一
一

山
口
県
告
示
第
百
八
十
四
号

公
営
住
宅
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
数
値
に
関
す
る
告
示
（
平
成
九

年
山
口
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

表
鵜
の
島
県
営
住
宅
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

鵜
の
島
県
営
住
宅

一
号
棟

〇
・
六
八

Ａ
棟

一
・
〇
〇

表
東
萩
県
営
住
宅
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

東
萩
県
営
住
宅

一
号
棟

〇
・
九
八

二
号
棟
か
ら
五
号
棟
ま
で

〇
・
九
一

表
旗
岡
県
営
住
宅
の
項
中
「
及
び
五
号
棟
」
を
「
か
ら
六
号
棟
ま
で
」
に
改
め
、
同
表
黒
磯
県
営
住

宅
の
項
中
「
Ａ
棟
及
び
」
を
削
り
、
同
表
周
南
県
営
住
宅
の
項
中
「
及
び
Ｇ
棟
」
を
「
か
ら
Ｈ
棟
ま

で
」
に
改
め
る
。

山
口
県
告
示
第
百
八
十
五
号

県
営
住
宅
の
構
造
及
び
戸
数
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
年
山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

表
鵜
の
島
県
営
住
宅
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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鵜

の

島

県

営

住

宅

中
層
耐
火
構
造
五
階
建

三
〇

高
層
耐
火
構
造
六
階
建

二
四

表
旗
岡
県
営
住
宅
の
項
中
「
一
二
〇
」
を
「
一
五
〇
」
に
改
め
、
同
表
黒
磯
県
営
住
宅
の
項
中
「
一

六
六
」
を
「
一
二
六
」
に
改
め
、
同
表
周
南
県
営
住
宅
の
項
中
「
三
七
〇
」
を
「
三
九
〇
」
に
改
め

る
。

公

告

（
一
一
九
）
県
営
後
潟
上
地
区
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）
換
地
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
後
潟
上
地
区
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）
の
施
行
に
係
る
地
域
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の

で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
し
ま
す
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
後
潟
上
地
区
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）
換
地
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
六
月
十
五
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
一
二
〇
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ

り
ま
し
た
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
空
中
写
真
測
量
）

二

作
業
の
地
域

山
口
市

三

作
業
の
期
間

令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

下
村
太
郎
後
援
会
下
村
太
郎
下
村

渉
柳
井
市
姫
田
１
の
２

令
和
２
、

３
、
30

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

自
由
民
主
党
柳
井
支
部

福
田
敏
勝
代
表
者
福
田
敏
勝

星
出
拓
也

令
和
元
、

５
、
１

三
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会
計
責
任
者
岸
井
靜
治

井
森
浩
視

自
由
民
主
党
山
口
県
水
産
支
部
森
友

信
事
務
所
下
関
市
大
和
町

１
丁
目
16番
１

号

下
関
市
伊
崎
町

１
丁
目
４
番
24

号
令
和
２
、

３
、
23

自
由
民
主
党
菊
川
支
部

林
哲
也
会
計
責
任
者
佐
藤

幸
吉
村
武
志

令
和
元
、

６
、
23

自
由
民
主
党
山
口
県
郵
政
政
治

連
盟
支
部

末
武

晃
〃

相
本
史
雄

田
中
宏
明

令
和
２
、

３
、
23

自
由
民
主
党
山
口
県
自
動
車
販

売
支
部

上
野
龍
之
介
代
表
者
上
野
龍
之
介

安
井
久
則

〃
２
、
14

自
由
民
主
党
山
口
県
と
き
わ
会

支
部

前
田
修
二
会
計
責
任
者
山
本

肇
木
本
孝
司

〃
３
、
30

れ
い
わ
新
選
組
衆
議
院
山
口
県

第
４
区
総
支
部

竹
村
克
司
名

称
れ
い
わ
新
選
組

衆
議
院
山
口
県

第
４
区
総
支
部

れ
い
わ
新
選
組

山
口
県
第
４
区

総
支
部

〃
〃
11

愛
幸
会

髙
橋
正
教
事
務
所
周
南
市
中
央
町

７
番
18号

周
南
市
新
地
２

丁
目
120

〃
〃
９

青
木
よ
し
お
後
援
会

青
木
安
幸
代
表
者
青
木
安
幸

青
木
義
彦

〃
〃
６

会
計
責
任
者
青
木
育
代

野
原
佐
枝
子

五
十
嵐
仁
美
後
援
会

原
田
忠
義
〃

松
本

隆
小
田

勇
〃
２
、
28

入
江
さ
ち
え
後
援
会

粟
屋
三
郎
〃

山
﨑
清
子

中
野
敬
子

〃
３
、
１

上
岡
富
士
夫
後
援
会

嘉
屋
政
雄
〃

上
岡

子
森

達
則

〃
２
、
28

大
西
倉
雄
後
援
会

岩
田
啓
靖
事
務
所
長
門
市
日
置
上

5735
長
門
市
東
深
川

2542の
３

〃
３
、
１

小
野
田
厚
狭
民
社
協
会

平
野

強
会
計
責
任
者
原
田
剛
史

綱
井
健
哲

〃
〃
９

木
本
暢
一
後
援
会

木
本
一
誠
代
表
者
木
本
一
誠

木
本
光
世

〃
〃
30

幸
福
実
現
党
防
府
後
援
会

中
村
義
則
会
計
責
任
者
石
山
美
紀

宮
元
照
美

令
和
元
、

12、
31

幸
福
実
現
党
山
口
県
本
部

河
井
美
和
子
〃

河
井
美
和
子

小
池

徹
〃
〃
20

幸
福
実
現
党
山
口
後
援
会

森
重
弘
己
〃

佐
伯
知
子

石
山
美
紀

令
和
２
、

３
、
10

島
津
幸
男
後
援
会

島
津
幸
男
事
務
所
周
南
市
中
央
町

７
番
18号

周
南
市
新
地
２

丁
目
120

令
和
元
、

６
、
１

税
理
士
に
よ
る
江
島
潔
後
援
会
藤
中
秀
幸
会
計
責
任
者
藤
中
秀
幸

坂
井
孝
義

令
和
２
、

３
、
１

税
理
士
に
よ
る
岸
信
夫
後
援
会
北
村
和
幸
事
務
所
岩
国
市
今
津
町

２
丁
目
14番
15

号

岩
国
市
今
津
町

１
丁
目
９
番
30

号
〃
１
、
15

税
理
士
に
よ
る
村
岡
嗣
政
後
援

会
藤
中
秀
幸
〃

〃
〃〃
〃
〃

〃〃
〃
〃
〃
〃

関
谷
博
後
援
会

矢
野
郷
士
会
計
責
任
者
高
松
宏
子

竹
中
範
生

〃
２
、
25

竹
中
一
郎
後
援
会

村
本
哲
也
〃

井
本
壮
一

井
本
典
夫

〃
３
、
31

中
国
電
力
労
働
組
合
政
治
連
盟

山
口
統
括
本
部

田
村
慶
一
代
表
者
田
村
慶
一

中
元
直
樹

令
和
元
、

11、
12

萩
・
長
門
民
社
協
会

田
邊
浩
二
〃

田
邊
浩
二

内
山

聡
〃
12、
11

会
計
責
任
者
末
冨
宏
誌

田
邊
浩
二

福
田
吏
江
子
後
援
会

赤
松
現
城
代
表
者
赤
松
現
城

福
田
恵
一
郎

令
和
２
、

３
、
９

藤
井
律
子
後
援
会

箱
﨑
壽
美
枝
会
計
責
任
者
有
吉
典
子

石
村
敏
昭

〃
〃
８

星
出
拓
也
後
援
会

星
出
拓
也
事
務
所
柳
井
市
大
畠

969
柳
井
市
新
市
沖

５
の
20

〃
〃
９

み
や
も
と
て
る
み
後
援
会

伊
藤
訓
也
会
計
責
任
者
石
山
美
紀

相
浦
慎
治

令
和
元
、

12、
31

村
田
弘
司
後
援
会

山
田
隆
司
代
表
者
山
田
隆
司

木
村
周
作

令
和
２
、

３
、
17

会
計
責
任
者
笹
尾

透
阿
野
泰
彦

山
口
維
新
の
会

竹
中
一
郎
会
計
責
任
者
井
本
壮
一

諏
訪
修
三

〃
〃
31

山
口
県
歯
科
衛
生
士
連
盟

金
子
郁
子
代
表
者
金
子
郁
子

佐
伯
博
子

〃
〃
24

よ
し
か
わ
佳
司
後
援
会

平
野

強
会
計
責
任
者
原
田
剛
史

綱
井
健
哲

〃
〃
９

吉
村
た
け
し
を
支
え
る
会

酒
井
好
男
〃

吉
村
武
志

岡
村
俊
彦

〃
１
、
１
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山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散

年
月
日

明
日
の
い
わ
く
に

森
川
敏
昭
森
重
典
夫
岩
国
市
南
岩
国
町
３
丁
目
13番
11－
２

号
令
和
２
、

２
、
29

石
田
修
一
後
援
会

今
弘
嘉
勝
石
田
徹
也
熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
別
府
68の
１

〃
〃
〃

岡
本
公
一
後
援
会

朝
川
智
好
小
松
英
夫
宇
部
市
南
浜
町
２
丁
目
４
番
２
号

令
和
元
、

12、
31

活
力
あ
る
県
央
中
核
都
市

を
創
る
会

河
村
秀
夫
右
田
善
弘
山
口
市
小
郡
下
郷
2112

〃
〃
〃

元
気
な
萩
市
を
つ
く
る
会
宮
内
欣
二
松
本

隆
萩
市
大
字
佐
々
並
3356

令
和
２
、

２
、
28

佐
々
木
あ
け
み
後
援
会

川
上
和
恒
上
田
文
子
宇
部
市
松
山
町
１
丁
目
11番
11号

令
和
元
、

12、
31

佐
々
木
あ
け
み
を
励
ま
す

会
佐
々
木
明
美
川
上
和
恒
〃

〃
〃
〃

〃
〃
〃

萩
と
歩
む
会

清
水
明
人
守
永
忠
世
萩
市
大
字
堀
内
210の

24
〃
〃
〃

防
府
を
愛
し
、
防
府
を
発

展
さ
せ
る
会

中
司
達
美
原
田
秀
幸
防
府
市
千
日
２
丁
目
６
番
６
号

〃
〃
〃

松
本
浩
一
後
援
会

松
本
浩
一
松
本
菊
美
岩
国
市
藤
生
町
２
丁
目
14番
64号

令
和
２
、

３
、
３

宮
本
て
る
お
励
ま
す
会

宮
本
輝
男
川
上
和
恒
宇
部
市
床
波
１
丁
目
６
番
13号

令
和
元
、

12、
31

村
田
ふ
と
し
後
援
会

馬
場
龍
美
村
田
明
美
防
府
市
泉
町
23番
27号

令
和
２
、

２
、
29

村
田
良
子
後
援
会

村
田
良
子
村
田
一
也
玖
珂
郡
和
木
町
和
木
５
丁
目
１
番
45号

令
和
元
、

12、
31

森
田
哲
弘
後
援
会

登
城
宏
司
森
田
民
雄
萩
市
大
字
椿
東
4488

〃
〃
28

守
永
忠
世
後
援
会

阿
部
和
夫
守
永

孝
〃
大
字
明
木
4120

平
成
30、
12、
31

山
口
県
政
に
新
鮮
な
力
を

実
現
す
る
会

池
部
道
雄
池
部
保
江
〃
大
字
椿
東
3031の

14
令
和
元
、

12、
28

ら
し
く
。
下
関
を
考
え
る

会
旦

育
子
旦

育
子
下
関
市
阿
弥
陀
寺
町
７
番
19号

令
和
２
、

２
、
15

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金

管
理

団
体

備
考

(

)

指
定

年
月
日

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

下
村
太
郎
柳
井
市
長

下
村
太
郎
後
援
会
柳
井
市
姫
田
１
の
２

下
村
太
郎
令
和
２
、

３
、
30

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

資
金
管
理
団
体

の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
を

し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

星
出
拓
也

星
出
拓
也
後
援
会

事
務

所
柳
井
市
大
畠

969
柳
井
市
新
市
沖

５
の
20

令
和
２
、

３
、
９

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

五
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令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金

管
理

団
体

の
名

称
備

考

(

)

資
金
管
理
団
体
で
な

く
な
っ
た
年
月
日

加
藤
寿
彦

加
藤
と
し
ひ
こ
後
援
会

令
和
２
、
３
、
19

佐
々
木
明
美

佐
々
木
あ
け
み
を
励
ま
す
会

令
和
元
、
12、
31

宮
本
輝
男

宮
本
て
る
お
励
ま
す
会

〃
〃
〃

雑

報

正

誤

令
和
二
年
一
月
十
四
日
山
口
県
告
示
第
十
四
号
（
指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
保
安
林
（
山
口

市
）
）

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

一

下

左
か
ら九

立
木
の
伐
採
の
限
度

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

び

に

植

栽

の

方

法

、

期

間

及

び

樹

種

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

六
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